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１ 件名
台東区低所得世帯エアコン購入費助成事業業務委託（単価）

２ 履行期間
令和８年４月１日から令和９年１月２９日まで

３ 事業概要
住民税非課税かつ自宅にエアコンがない世帯または故障等によりエアコンが１台も使用できない世帯を対象に、エアコン購入費等の費用の一部を助成する。

４ 業務内容
（１）コールセンター業務（受付相談業務）
①業務実施期間：令和８年４月１日（水）から令和９年１月２９日（金）まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く。
②受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで
③実施場所：受託者の事務所等
④業務内容
・事業概要等の説明を行う。
・申請者の特定及び要件の可否に係る情報等（氏名、住所、生年月日、電話番号等）について、聞き取り、要件の確認を行う。
・訪問日時を調整する。訪問日時は原則１０営業日以内で設定すること。また、訪問時に必要な書類の案内を行う。
※対象者からの聞き取りにより、本事業の対象要件を明らかに満たしていない場合は、対象者へその旨を説明し、現地調査は実施しないこと。必要に応じて、区へ報告を行う。
・各種問合せ対応、意見及び苦情等対応を行う。
・請求期限の１か月前頃に未請求者に対して確認の連絡を行う。

⑤業務体制
・席数は2席を原則とする。業務予定数を参考とし、コールセンターについては応答率80％以下とならないよう対応に必要な回線数を確保し人員を配置すること。なお、回線数及び人員数の増減については区と協議の上、決定すること。
・対応時間外は音声ガイダンス等で対応すること。音声ガイダンスの内容は、区と協議すること。

⑥その他
・不明な点については適宜、総括責任者を通じて区へ確認すること。
・受託者は、相談対応等の業務を実施する中で寄せられた質問及び意見等について、適宜、区と協議し、申請者向け案内及び各種業務マニュアルに反映すること。
・本業務に係る業務従事者は、問い合わせ等に対して丁寧に対応すること。
（２）エアコン設置状況現地調査業務
①業務実施期間：令和８年４月２０日（月）から令和８年１０月３０日（金）まで
※土曜日、日曜日、祝日は除く。
②従事時間：午前９時００ 分から 午後５時００ 分まで
③実施場所：現地調査対象者の自宅
④業務内容
・受託者は現地調査対象者の自宅を訪問する前に、これから訪問する旨を連絡し確認すること。
・受託者は現地調査対象者からの聞き取りを含め、区が定めるチェックリストに基づき、エアコンの設置状況等について確認する。
・エアコンが設置されている場合は、冷房が稼働するか故障等の有無を確認する。 エアコンがない、もしくは故障等により使用できるエアコンがない状態を確認した場合は、申請書を現地調査対象者に渡し、申請書記入の説明及び補助を行う。
・申請書を預かり、チェックリストとともに事務所へ持ち帰り、助成決定事務処理に引き継ぐこと。

⑤業務体制
・現地調査に必要な車両、自転車及び公共交通機関の利用に係る費用等は受託者の負担とする。
・業務予定数を参考とし、対応に必要な人員を確保し配置することし、現地調査は原則、１世帯あたり２名で行うこと。

⑥その他
・不明な点については、作業責任者を通じて適宜、区と協議すること。
・現地調査対象者の自宅に立入る際は、区が用意する身分証を携帯・提示すること。
・各居室およびエアコンの状態を確認する場合は、必ず現地調査対象者の許可を得て行うこと。
・現地調査時に受領した記入済みの申請書を持って移動する場合には、盗難対策を講じるとともに、飛散や紛失防止等の対策を講じること。

（３）申請・請求等処理業務
①業務実施期間：令和８年４月２０日（月）から令和９年１月２９日（金）まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は除く。
②従事時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで
③実施場所：受託者の用意する事業所等
④業務内容
ア 申請書受付処理
・申請書の受領、記入事項確認、記載漏れ等の不備の確認を行う。
・訪問調査で疑義がある場合は、区に確認を行う。
・申請書の不備について申請者への確認を行う。
・必要書類等の不足がある申請者に対して、案内を行う。必要に応じて通知書等の作成、印刷及び発送を行う。
・助成決定者から変更や取下げの申出があった場合、対象者の情報及び理由を確認する。
イ 決定（又は却下）の審査事務補助
・上記アの処理を終えた申請書等のデータを週に１、２回程度電子データで提出する。
・区の審査結果に基づき、決定通知書等の作成、印刷を行う。
・上記通知書のほか、区が指定する書類（請求書、案内等）及び受託者が用意する返信用封筒を封入し、発送を行う。

ウ 請求書審査事務
・助成決定者から提出された請求書等を受領する。
・請求書等の記入事項確認や記載漏れ等の不備の確認を行う。
・請求書等の不備について、助成決定者への確認を行う。必要に応じて通知書等の作成・印刷及び発送を行う。
・請求書の情報を基に入金用のデータを作成し、１か月に２回程度区へ提出する。
・対象者からの問い合わせがあった場合に対応ができるようにする。

エ その他
・関係書類の作成・整理・保管・区への送付及び状況報告を行う。
・申請書、請求書及び関係書類は区へ送付すること。送付時期については区と協議の上、決定すること。
・区へ提出するまでは、紛失等ないよう保管を行い、問い合わせに対応できるよう管理すること。
・宛先不明等による返送書類に係る受付処理や区への報告等の対応を行う。

（４）管理台帳の入力・進捗管理
・対象者について、（１）～（３）の業務にあたり、申請等の各進捗状況やその他特記事項を管理台帳に入力し、進捗の管理を行う。対象者から問い合わせがあった際に対応できるようにしておく。
[bookmark: _Hlk204593622]・管理台帳は１～２日に１回程度、電子データで送付する。

５ 履行確認及び作業責任者
（１）各業務の検査及び確認については、区と受託者とで別途協議の上、定めることとする。
（２）区と受託者は、履行確認等のため、必要に応じて打合せを行うこととする。打合せを行った際には、受託者は速やかに議事録を作成し、区へ送付すること。
（３）受託者は、作業責任者を設置すること。作業責任者は、委託期間中に継続的にコールセンター業務、訪問調査および書類審査業務に携わることで実務経験を積み、かつ、全体の申請状況や書類審査の進捗状況、利用者からの苦情等があった際にはその内容等について把握すること。
なお、コールセンター業務と書類審査業務等の作業拠点が異なる場合は、作業責任者とは別に、各拠点における業務管理者を定め、業務の履行に支障がないようにすること。

６ 予定件数
・問合せ件数　３，９００件、調査件数　２，３３０件、申請件数　２，３３０件（総価分）
・郵送件数　２，３３０件（単価分）
７ 支払方法
（１）１か月毎とし、受託者の業務の報告及び請求に基づき、支払うものとする。
（２）請求書における請求額の記載については、毎月の固定費（総価分）と実績に基づく経費（単価分）とを分けて記載し、実績に基づく経費については、申請１件あたりの単価を記載すること。


８ 情報管理及び秘密保持
（１）受託者は、別紙１「電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
（２）受託者は公的な認定機関により認定された管理システム（ＩＳＯ２７０００シリーズまたはプライバシーマーク等）を取得していること。
なお、本業務の運営期間中において、当該認定の取り消し、一時停止などの処分を受けた場合においては、本区と協議のうえ、必要な措置を講じるものとする。
（３）本業務で使用するサーバー及びネットワーク機器等は、外部からの不正アクセスや攻撃、情報漏洩等に関して十分な安全対策が講じられていること。
（４）セキュリティ対策における安全性の確保について、定期的な確認が行われていること。
（５）本業務で使用するサーバー及びネットワーク機器等については、冗長化等によりシステム障害や災害等による影響から退避できる措置が講じられていること。
（６）万一、システム障害や災害等によりシステム機能が中断した場合においても、速やかに復旧できる仕組みや体制が確保されていること。

９ 障害者差別解消法の遵守について
本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。

１０ カラーユニバーサルデザインへの配慮について
本契約の履行に当たっては、台東区カラーユニバーサルデザインガイドラインを確認のうえ、より多くの人にとって利用しやすい配色を行うこと。また、文字についても、より多くの人にとって読みやすい大きさ及び書体(ユニバーサルデザインフォント等)を使用するよう努めること。

１１ ディーゼル車規制に適合する自動車による配送等
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
（１）ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。
（３）できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。なお、適合の確認のために、当該
自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。

１２ 道路交通法等の遵守について
本契約の履行に当たり、自転車を利用する際には、受託者の責任においてヘルメットの着用に努める等、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令及び都・区条例の規定を遵守すること。

１３ その他
（１）受託者は、本仕様に基づき、業務を誠実に遂行すること。
（２）区と受託者で個人情報をデータでやりとりする際は、ＬＧＷＡＮ回線上で区が用意するクラウド
ストレージを使用し、電子データの授受を行う。区がクラウドを用意できない場合は、セキュリティ対策を行った上で、ＣＤ－ＲＷまたはＵＳＢに保存し、施錠が可能な専用ケースに入れたものを、区へ持参または区から持ち帰ること。
（３）受託者は、あらかじめ従事者にデータ入力、電話応対及びビジネスマナーに関する知識などの必要な研修を行わなければならない。
（４）受託者は、業務量に応じた数の従事者を配置し、各業務を決められた期日までに行い、区の求めに応じて、検査を受けなければならない。
（５）区は、受託者の本委託の履行を適時に調査し、報告を求めることができるとともに、必要な場合には改善を求めることができる。
（６）委託業務の一部について再委託を行う場合は、類似の業務において実績がある事業者に限る。　なお、再委託をする場合には、事前に区へ別紙２「再委託に関する届出書」を提出すること。
（７）本仕様の内容及びその他本業務に付随して発生する全ての提出物等の著作権は、区に帰属するものとする。ただし、受託者が本業務委託の開始前から著作権を有している著作物は、受託者に留保される。
（８）業務に必要な備品の全ては、受託者が用意すること。
（９）本仕様の解釈に疑義が生じたとき、または本仕様に定めのない事項については、区と受託者とが協議のうえ定めるものとする。

１４ 担当 台東区　福祉部　保護課　生活困窮者支援担当
電話 ０３－５２４６－１１５８
2
